
 

地

域

の

自

主

性

及

び

自

立

性

を

高

め

る

た

め

の

改

革

の

推

進

を

図

る

た

め

の

関

係

法

律

の

整

備

に

関

す

る

法

律

の

施

行

に

伴

う

関

係

条

例

の

整

理

に

関

す

る

条

例

を

こ

こ

に

交

付

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

五

年

三

月

十

三

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

聖

籠

町

長

 
 
 

渡

 

邊

 

廣

 

吉

 

聖

籠

町

条

例

第

七

号
 

 
 

 

地

域

の

自

主

性

及

び

自

立

性

を

高

め

る

た

め

の

改

革

の

推

進

を

図

る

た

め

の

関

係

法

律

の

整

備

に

関

す

る

法

律

の

施

行

に

伴

う

関

係

条

例

の

整

理

に

関

す

る

条

例

 

 

（

聖

籠

町

都

市

公

園

条

例

の

一

部

改

正

）

 

第

一

条

 

聖

籠

町

都

市

公

園

条

例

（

昭

和

五

十

九

年

聖

籠

町

条

例

第

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

題

名

の

次

に

次

の

目

次

を

付

す

る

。

 

目

次

 

 
 

第

一

章

 

総

則

（

第

一

条

―

第

三

条

）

 

第

二

章

 

都

市

公

園

、

公

園

施

設

及

び

特

定

公

園

施

設

の

設

置

基

準

 

 
 

 

第

一

節

 

都

市

公

園

の

設

置

基

準

（

第

四

条

・

第

五

条

）
 

 
 

 

第

二

節

 

公

園

施

設

の

設

置

基

準

（

第

六

条

・

第

七

条

）

 

 
 

 

第

三

節

 

特

定

公

園

施

設

の

設

置

基

準

（

第

八

条

―

第

十

九

条

）

 

 
 

第

三

章

 

都

市

公

園

の

管

理

（

第

二

十

条

―

第

二

十

九

条

）

 

 
 

第

四

章

 

工

作

物

等

の

保

管

の

手

続

等

（

第

三

十

条

―

三

十

五

条

）

 

 
 

第

五

章

 

雑

則

（

第

三

十

六

条

―

第

三

十

八

条

）

 

 
 

第

六

章

 

罰

則

（

第

三

十

九

条

・

第

四

十

条

）

 

 
 

附

則

 

第

一

条

中

「

及

び

法

に

」

を

「

及

び

高

齢

者

、

障

害

者

等

の

移

動

等

の

円

滑

化

の

促

進

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

八

年

法

律

第

九

 



十

一

号

。

以

下

「

バ

リ

ア

フ

リ

ー

法

」

と

い

う

。

）

並

び

に

こ

れ

ら

に

」

に

改

め

る

。

 

第

二

十

三

条

を

第

四

十

条

と

す

る

。

 
第

二

十

二

条

第

一

項

第

一

号

中

「

第

三

条

第

一

項

又

は

第

三

項

（

第

二

十

条

」

を

「

第

二

十

条

第

一

項

又

は

第

三

項

（

第

三

十

七

条

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

第

五

条

（

第

二

十

条

」

を

「

第

二

十

二

条

（

第

三

十

七

条

」

に

改

め

、

同

項

第

三

号

中

「

第

十

二

条

第

一

項

又

は

第

二

項

（

第

二

十

条

」

を

「

第

二

十

九

条

第

一

項

又

は

第

二

項

(

第

三

十

七

条

」

に

改

め

、

同

条

を

第

三

十

九

条

と

す

る

。

 

第

五

章

を

第

六

章

と

す

る

。

 

第

二

十

一

条

を

第

三

十

八

条

と

す

る

。
 

第

二

十

条

中

「

第

三

条

」

を

「

第

二

十

条

」

に

改

め

、

同

条

を

第

三

十

七

条

と

す

る

。

 

第

十

九

条

第

七

号

中

「

第

十

二

条

」

を

「

第

二

十

九

条

」

に

改

め

、

同

条

を

第

三

十

六

条

と

す

る

。

 

第

四

章

を

第

五

章

と

す

る

。

 

第

十

八

条

を

第

三

十

五

条

と

し

、

第

十

五

条

か

ら

第

十

七

条

ま

で

を

十

七

条

ず

つ

繰

り

下

げ

る

。

 

第

十

四

条

第

一

項

第

二

号

中

「

第

十

八

条

」

を

「

第

三

十

五

条

」

に

改

め

、

同

条

を

第

三

十

一

条

と

す

る

。

 

第

十

三

条

を

第

三

十

条

と

す

る

。

 

第

三

章

を

第

四

章

と

す

る

。

 

第

十

二

条

を

第

二

十

九

条

と

す

る

。

 

第

十

一

条

中

、

「

第

三

条

」

を

「

第

二

十

条

」

に

改

め

、

同

条

を

第

二

十

八

条

と

す

る

。

 

第

十

条

を

第

二

十

七

条

と

し

、

第

六

条

か

ら

第

九

条

ま

で

を

十

七

条

ず

つ

繰

り

下

げ

る

。

 

第

五

条

た

だ

し

書

中

「

第

三

条

」

を

「

第

二

十

条

」

に

改

め

、



同

条

を

第

二

十

二

条

と

す

る

。

 

第

四

条

を

第

二

十

一

条

と

し

、

第

三

条

を

第

二

十

条

と

す

る

。

 

第

二

章

を

第

三

章

と

す

る

。

 
第

二

条

の

見

出

し

中

「

設

置

」

を

「

都

市

公

園

の

設

置

」

に

改

め

、

同

条

を

第

三

条

と

し

、

第

一

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

 

（

定

義

）

 

第

二

条

 

こ

の

条

例

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

 

一

 

都

市

公

園

 

法

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

都

市

公

園

で

町

が

設

置

す

る

も

の

を

い

う

。

 

二

 

公

園

施

設

 

法

第

二

条

第

二

項

に

規

定

す

る

公

園

施

設

を

い

う

。

 

三

 

特

定

公

園

施

設

 

前

号

に

規

定

す

る

公

園

施

設

の

う

ち

、

バ

リ

ア

フ

リ

ー

法

第

二

条

第

十

三

号

に

規

定

す

る

も

の

を

い

う

。

 

第

一

章

の

次

に

次

の

一

章

を

加

え

る

。

 

第

二

章

 

都

市

公

園

、

公

園

施

設

及

び

特

定

公

園

施

設

の

設

置

基

準

 

第

一

節

 

都

市

公

園

の

設

置

基

準

 

（

住

民

一

人

当

た

り

の

都

市

公

園

の

敷

地

面

積

の

標

準

）

 

第

四

条

 

町

内

の

都

市

公

園

の

住

民

一

人

当

た

り

の

敷

地

面

積

の

標

準

は

、

十

五

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

と

す

る

。

 

（

都

市

公

園

の

設

置

基

準

）

 

第

五

条

 

次

に

掲

げ

る

都

市

公

園

を

設

置

す

る

場

合

に

お

い

て

は

、

そ

れ

ぞ

れ

そ

の

特

質

に

応

じ

て

都

市

公

園

の

分

布

の

均

衡

を

図

り

、

か

つ

、

防

火

、

避

難

等

災

害

の

防

止

に

資

す

る

よ

う

考

慮

す

る

ほ

か

、

次

に

掲

げ

る

と

こ

ろ

に

よ

り

そ

の

配

置

及

び

規

模

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。

 



 
 

一

 

主

と

し

て

街

区

内

に

居

住

す

る

者

の

利

用

に

供

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

都

市

公

園

は

、

街

区

内

に

居

住

す

る

者

が

容

易

に

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

配

置

し

、

そ

の

敷

地

面

積

は

、

〇

．

二

五

ヘ

ク

タ

ー

ル

を

標

準

と

す

る

。

 

 
 

二

 

主

と

し

て

近

隣

に

居

住

す

る

者

の

利

用

に

供

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

都

市

公

園

は

、

近

隣

に

居

住

す

る

者

が

容

易

に

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

配

置

し

、

そ

の

敷

地

面

積

は

、

二

ヘ

ク

タ

ー

ル

を

標

準

と

す

る

。

 

 
 

三

 

主

と

し

て

公

害

又

は

災

害

を

防

止

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

緩

衝

地

帯

と

し

て

の

都

市

公

園

、

主

と

し

て

風

致

の

享

受

の

用

に

供

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

都

市

公

園

、

主

と

し

て

動

植

物

の

生

息

地

又

は

生

育

地

で

あ

る

樹

林

地

等

の

保

護

を

目

的

と

す

る

都

市

公

園

、

主

と

し

て

市

街

地

の

中

心

部

に

お

け

る

休

息

又

は

鑑

賞

の

用

に

供

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

都

市

公

園

等

前

二

号

に

掲

げ

る

都

市

公

園

以

外

の

都

市

公

園

を

設

置

す

る

場

合

に

お

い

て

は

、

そ

れ

ぞ

れ

そ

の

設

置

目

的

に

応

じ

て

都

市

公

園

と

し

て

の

機

能

を

十

分

発

揮

す

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

配

置

し

、

及

び

そ

の

敷

地

面

積

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。

 

第

二

節

 

公

園

施

設

の

設

置

基

準

 

（

公

園

施

設

の

設

置

基

準

）

 

第

六

条

 

一

の

都

市

公

園

に

公

園

施

設

と

し

て

設

け

ら

れ

る

建

築

物

（

建

築

基

準

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

一

号

）

第

二

条

第

一

号

に

規

定

す

る

建

築

物

を

い

う

。

以

下

同

じ

。
）

の

建

築

面

積

の

総

計

の

当

該

都

市

公

園

の

敷

地

面

積

に

対

す

る

割

合

は

百

分

の

二

を

超

え

て

は

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

動

物

園

等

の

教

養

施

設

等

を

設

け

る

場

合

そ

の

他

の

次

条

で

定

め

る

公

園

施

設

を

設

置

す

る

場

合

に

つ

い

て

は

、

次

条

各

号

で

定

め

る

範

囲

内

で

こ

れ

を

超

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

 



（

公

園

施

設

の

設

置

基

準

の

特

別

な

場

合

）

 

第

七

条

 

前

条

た

だ

し

書

で

定

め

る

同

条

本

文

の

割

合

を

超

え

る

こ

と

が

で

き

る

場

合

及

び

そ

の

割

合

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

 

 
 

一

 
都

市

公

園

法

施

行

令

（

昭

和

三

十

一

年

政

令

第

二

百

九

十

号

）

第

五

条

第

二

項

に

規

定

す

る

休

養

施

設

、

同

条

第

四

項

に

規

定

す

る

運

動

施

設

、

同

条

第

五

項

に

規

定

す

る

教

養

施

設

又

は

同

条

第

八

項

に

規

定

す

る

備

蓄

倉

庫

そ

の

他

都

市

公

園

法

施

行

規

則

（

昭

和

三

十

一

年

建

設

省

令

第

三

十

号

。

以

下

「

法

施

行

規

則

」

と

い

う

。
）

第

一

条

の

二

に

規

定

す

る

災

害

応

急

対

策

に

必

要

な

施

設

と

し

て

建

築

物

（

次

号

に

掲

げ

る

建

築

物

を

除

く

。
）

を

設

け

る

場

合

に

お

い

て

は

、

当

該

建

築

物

に

限

り

、

当

該

都

市

公

園

の

敷

地

面

積

の

百

分

の

十

を

限

度

と

し

て

前

条

第

一

項

本

文

の

規

定

に

よ

り

認

め

ら

れ

る

建

築

面

積

を

超

え

る

こ

と

が

で

き

る

。
 

 
 

二

 

前

号

の

休

養

施

設

又

は

教

養

施

設

で

あ

る

建

築

物

の

う

ち

次

の

イ

か

ら

ハ

ま

で

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

建

築

物

を

設

け

る

場

合

に

お

い

て

は

、

当

該

建

築

物

に

限

り

、

当

該

都

市

公

園

の

敷

地

面

積

の

百

分

の

二

十

を

限

度

と

し

て

前

条

第

一

項

本

文

の

規

定

に

よ

り

認

め

ら

れ

る

建

築

面

積

を

超

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 
 

 

イ

 

文

化

財

保

護

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

十

四

号

）

の

規

定

に

よ

り

国

宝

、

重

要

文

化

財

、

重

要

有

形

民

俗

文

化

財

、

特

別

史

跡

名

勝

天

然

記

念

物

若

し

く

は

史

跡

名

勝

天

然

記

念

物

と

し

て

指

定

さ

れ

、

又

は

登

録

有

形

文

化

財

、

登

録

有

形

民

俗

文

化

財

若

し

く

は

登

録

記

念

物

と

し

て

登

録

さ

れ

た

建

築

物

そ

の

他

そ

れ

ら

に

準

じ

て

歴

史

上

又

は

学

術

上

価

値

の

高

い

も

の

と

し

て

法

施

行

規

則

第

一

条

の

三

に

規

定

す

る

建

築

物

 



 
 

 

ロ

 

景

観

法

（

平

成

十

六

年

法

律

第

百

十

号

）

の

規

定

に

よ

り

景

観

重

要

建

造

物

と

し

て

指

定

さ

れ

た

建

築

物

 

 
 

 
ハ

 

地

域

に

お

け

る

歴

史

的

風

致

の

維

持

及

び

向

上

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

年

法

律

第

四

十

号

）

の

規

定

に

よ

り

歴

史

的

風

致

形

成

建

造

物

と

し

て

指

定

さ

れ

た

建

築

物

 

三

 

屋

根

付

広

場

、

壁

を

有

し

な

い

雤

天

用

運

動

場

そ

の

他

の

高

い

開

放

性

を

有

す

る

建

築

物

と

し

て

法

施

行

規

則

第

二

条

に

規

定

す

る

建

築

物

を

設

け

る

場

合

に

お

い

て

は

、

当

該

建

築

物

に

限

り

、

当

該

都

市

公

園

の

敷

地

面

積

の

百

分

の

十

を

限

度

と

し

て

前

条

第

一

項

本

文

又

は

前

二

号

の

規

定

に

よ

り

認

め

ら

れ

る

建

築

面

積

を

超

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 
 

四

 

仮

設

公

園

施

設

（

三

月

を

限

度

と

し

て

公

園

施

設

と

し

て

臨

時

に

設

け

ら

れ

る

建

築

物

を

い

い

、

前

三

号

に

規

定

す

る

建

築

物

を

除

く

。
）

を

設

け

る

場

合

に

お

い

て

は

、

当

該

仮

設

公

園

施

設

に

限

り

、

当

該

都

市

公

園

の

敷

地

面

積

の

百

分

の

二

を

限

度

と

し

て

前

条

第

一

項

本

文

又

は

前

三

号

の

規

定

に

よ

り

認

め

ら

れ

る

建

築

面

積

を

超

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

第

三

節

 

特

定

公

園

施

設

の

設

置

基

準

 

（

特

定

公

園

施

設

の

設

置

基

準

）

 

第

八

条

 

バ

リ

ア

フ

リ

ー

法

第

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

特

定

公

園

施

設

の

新

設

、

増

設

又

は

改

築

を

す

る

場

合

の

都

市

公

園

移

動

等

円

滑

化

基

準

は

、

次

条

か

ら

第

十

九

条

ま

で

の

規

定

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

た

だ

し

、

災

害

等

の

た

め

一

時

使

用

す

る

特

定

公

園

施

設

を

設

置

す

る

場

合

に

あ

っ

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

(

園

路

及

び

広

場

)
 

第

九

条

 

不

特

定

か

つ

多

数

の

者

が

利

用

し

、

又

は

主

と

し

て

高

齢

者

、

障

害

者

等

が

利

用

す

る

高

齢

者

、

障

害

者

等

の

移

動

等

の

円

滑

化

の

促

進

に

関

す

る

法

律

施

行

令

(

平

成

十

八

年

政

令



第

三

百

七

十

九

号

。

以

下

「

バ

リ

ア

フ

リ

ー

法

施

行

令

」

と

い

う

。

)

第

三

条

第

一

号

に

規

定

す

る

園

路

及

び

広

場

を

設

け

る

場

合

は

、

そ

の

う

ち

一

以

上

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

一

 

出

入

口

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

 

イ

 

幅

は

、

百

二

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

と

す

る

こ

と

。

た

だ

し

、

地

形

の

状

況

そ

の

他

の

特

別

の

理

由

に

よ

り

や

む

を

得

な

い

場

合

は

、

九

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

ロ

 

車

止

め

を

設

け

る

場

合

は

、

当

該

車

止

め

の

相

互

間

の

間

隔

の

う

ち

一

以

上

は

、

九

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

と

す

る

こ

と

。

 

ハ

 

出

入

口

か

ら

の

水

平

距

離

が

百

五

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

の

水

平

面

を

確

保

す

る

こ

と

。

た

だ

し

、

地

形

の

状

況

そ

の

他

の

特

別

の

理

由

に

よ

り

や

む

を

得

な

い

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

ニ

 

ホ

に

掲

げ

る

場

合

を

除

き

、

車

椅

子

使

用

者

が

通

過

す

る

際

に

支

障

と

な

る

段

が

な

い

こ

と

。

 

ホ

 

地

形

の

状

況

そ

の

他

の

特

別

の

理

由

に

よ

り

や

む

を

得

ず

段

を

設

け

る

場

合

は

、

傾

斜

路

(

そ

の

踊

場

を

含

む

。

以

下

同

じ

。

)

を

併

設

す

る

こ

と

。

 

二

 

通

路

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

 

イ

 

幅

は

、

百

八

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

と

す

る

こ

と

。

た

だ

し

、

地

形

の

状

況

そ

の

他

の

特

別

の

理

由

に

よ

り

や

む

を

得

な

い

場

合

は

、

通

路

の

末

端

の

付

近

の

広

さ

を

車

椅

子

の

転

回

に

支

障

の

な

い

も

の

と

し

、

か

つ

、

五

十

メ

ー

ト

ル

以

内

ご

と

に

車

椅

子

が

転

回

す

る

こ

と

が

で

き

る



広

さ

の

場

所

を

設

け

た

上

で

、

幅

を

百

二

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

ロ
 

ハ

に

掲

げ

る

場

合

を

除

き

、

車

椅

子

使

用

者

が

通

過

す

る

際

に

支

障

と

な

る

段

が

な

い

こ

と

。

 
ハ

 
地

形

の

状

況

そ

の

他

の

特

別

の

理

由

に

よ

り

や

む

を

得

ず

段

を

設

け

る

場

合

は

、

傾

斜

路

を

併

設

す

る

こ

と

。

 

ニ

 

縦

断

勾

配

は

、

五

パ

ー

セ

ン

ト

以

下

と

す

る

こ

と

。

た

だ

し

、

地

形

の

状

況

そ

の

他

の

特

別

の

理

由

に

よ

り

や

む

を

得

な

い

場

合

は

、

八

パ

ー

セ

ン

ト

以

下

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

ホ

 

横

断

勾

配

は

、

一

パ

ー

セ

ン

ト

以

下

と

す

る

こ

と

。

た

だ

し

、

地

形

の

状

況

そ

の

他

の

特

別

の

理

由

に

よ

り

や

む

を

得

な

い

場

合

は

、

二

パ

ー

セ

ン

ト

以

下

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

ヘ

 

路

面

は

、

滑

り

に

く

い

仕

上

げ

が

な

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

こ

と

。

 

三

 

階

段

(

そ

の

踊

場

を

含

む

。

以

下

同

じ

。

)

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

 

イ

 

手

す

り

が

両

側

に

設

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

。

た

だ

し

、

地

形

の

状

況

そ

の

他

の

特

別

の

理

由

に

よ

り

や

む

を

得

な

い

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

ロ

 

手

す

り

の

端

部

の

付

近

に

は

、

階

段

の

通

ず

る

場

所

を

示

す

点

字

を

貼

り

付

け

る

こ

と

。

 

ハ

 

回

り

段

が

な

い

こ

と

。

た

だ

し

、

地

形

の

状

況

そ

の

他

の

特

別

の

理

由

に

よ

り

や

む

を

得

な

い

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

ニ

 

踏

面

は

、

滑

り

に

く

い

仕

上

げ

が

な

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

こ

と

。

 



ホ

 

段

鼻

の

突

き

出

し

そ

の

他

の

つ

ま

ず

き

の

原

因

と

な

る

も

の

が

設

け

ら

れ

て

い

な

い

構

造

の

も

の

で

あ

る

こ

と

。

 

ヘ
 

階

段

の

両

側

に

は

、

立

ち

上

が

り

部

が

設

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

。

た

だ

し

、

側

面

が

壁

面

で

あ

る

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

四

 

階

段

を

設

け

る

場

合

は

、

傾

斜

路

を

併

設

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

地

形

の

状

況

そ

の

他

の

特

別

の

理

由

に

よ

り

傾

斜

路

を

設

け

る

こ

と

が

困

難

で

あ

る

場

合

は

、

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

、

エ

ス

カ

レ

ー

タ

ー

そ

の

他

の

昇

降

機

で

あ

っ

て

高

齢

者

、

障

害

者

等

の

円

滑

な

利

用

に

適

し

た

構

造

の

も

の

を

も

っ

て

こ

れ

に

代

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

五

 

傾

斜

路

(

階

段

又

は

段

に

代

わ

り

、

又

は

こ

れ

に

併

設

す

る

も

の

に

限

る

。

)

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

 

イ

 

幅

は

、

百

二

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

と

す

る

こ

と

。

た

だ

し

、

階

段

又

は

段

に

併

設

す

る

場

合

は

、

九

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

ロ

 

縦

断

勾

配

は

、

八

パ

ー

セ

ン

ト

以

下

と

す

る

こ

と

。
 

ハ

 

横

断

勾

配

は

、

設

け

な

い

こ

と

。

 

ニ

 

路

面

は

、

滑

り

に

く

い

仕

上

げ

が

な

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

こ

と

。

 

ホ

 

高

さ

が

七

十

五

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

を

超

え

る

傾

斜

路

に

あ

っ

て

は

、

高

さ

七

十

五

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

内

ご

と

に

踏

幅

百

五

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

の

踊

場

が

設

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

。

 

ヘ

 

手

す

り

が

両

側

に

設

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

。

た

だ

し

、

地

形

の

状

況

そ

の

他

の

特

別

の

理

由

に

よ

り

や

む

を

得

な

い

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 



ト

 

傾

斜

路

の

両

側

に

は

、

立

ち

上

が

り

部

が

設

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

。

た

だ

し

、

側

面

が

壁

面

で

あ

る

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 
六

 
高

齢

者

、

障

害

者

等

が

転

落

す

る

お

そ

れ

の

あ

る

場

所

に

は

、

柵

、

バ

リ

ア

フ

リ

ー

法

施

行

令

第

十

一

条

第

二

号

に

規

定

す

る

点

状

ブ

ロ

ッ

ク

等

及

び

同

令

第

二

十

一

条

第

二

項

第

一

号

に

規

定

す

る

線

状

ブ

ロ

ッ

ク

等

を

適

切

に

組

み

合

わ

せ

て

床

面

に

敷

設

し

た

も

の

(

以

下

「

視

覚

障

害

者

誘

導

用

ブ

ロ

ッ

ク

」

と

い

う

。

)
そ

の

他

の

高

齢

者

、

障

害

者

等

の

転

落

を

防

止

す

る

た

め

の

設

備

が

設

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

。

 

七

 

次

条

か

ら

第

十

七

条

ま

で

の

規

定

に

よ

り

設

け

ら

れ

た

特

定

公

園

施

設

の

う

ち

そ

れ

ぞ

れ

一

以

上

及

び

高

齢

者

、

障

害

者

等

の

移

動

等

の

円

滑

化

の

促

進

に

関

す

る

法

律

施

行

規

則

(

平

成

十

八

年

国

土

交

通

省

令

第

百

十

号
)

第

二

条

第

二

項

の

主

要

な

公

園

施

設

に

接

続

し

て

い

る

こ

と

。
 

(

屋

根

付

広

場

)
 

第

十

条

 

不

特

定

か

つ

多

数

の

者

が

利

用

し

、

又

は

主

と

し

て

高

齢

者

、

障

害

者

等

が

利

用

す

る

屋

根

付

広

場

を

設

け

る

場

合

は

、

そ

の

う

ち

一

以

上

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

一

 

出

入

口

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

 

イ

 

幅

は

、

百

二

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

と

す

る

こ

と

。

た

だ

し

、

地

形

の

状

況

そ

の

他

の

特

別

の

理

由

に

よ

り

や

む

を

得

な

い

場

合

は

、

八

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

ロ

 

ハ

に

掲

げ

る

場

合

を

除

き

、

車

椅

子

使

用

者

が

通

過

す

る

際

に

支

障

と

な

る

段

が

な

い

こ

と

。

 



ハ

 

地

形

の

状

況

そ

の

他

の

特

別

の

理

由

に

よ

り

や

む

を

得

ず

段

を

設

け

る

場

合

は

、

傾

斜

路

を

併

設

す

る

こ

と

。

 

二
 

車

椅

子

使

用

者

の

円

滑

な

利

用

に

適

し

た

広

さ

が

確

保

さ

れ

て

い

る

こ

と

。

 

(

休

憩

所

及

び

管

理

事

務

所

)
 

第

十

一

条

 
不

特

定

か

つ

多

数

の

者

が

利

用

し

、

又

は

主

と

し

て

高

齢

者

、

障

害

者

等

が

利

用

す

る

休

憩

所

を

設

け

る

場

合

は

、

そ

の

う

ち

一

以

上

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

一

 

出

入

口

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

 

イ

 

幅

は

、

百

二

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

と

す

る

こ

と

。

た

だ

し

、

地

形

の

状

況

そ

の

他

の

特

別

の

理

由

に

よ

り

や

む

を

得

な

い

場

合

は

、

八

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

ロ

 

ハ

に

掲

げ

る

場

合

を

除

き

、

車

椅

子

使

用

者

が

通

過

す

る

際

に

支

障

と

な

る

段

が

な

い

こ

と

。

 

ハ

 

地

形

の

状

況

そ

の

他

の

特

別

の

理

由

に

よ

り

や

む

を

得

ず

段

を

設

け

る

場

合

は

、

傾

斜

路

を

併

設

す

る

こ

と

。

 

ニ

 

戸

を

設

け

る

場

合

は

、

当

該

戸

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

 

( 一 ) 

幅

は

、

八

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

と

す

る

こ

と

。

 

( 二 ) 

高

齢

者

、

障

害

者

等

が

容

易

に

開

閉

し

て

通

過

で

き

る

構

造

の

も

の

で

あ

る

こ

と

。

 

二

 

カ

ウ

ン

タ

ー

を

設

け

る

場

合

は

、

そ

の

う

ち

一

以

上

は

、

車

椅

子

使

用

者

の

円

滑

な

利

用

に

適

し

た

構

造

の

も

の

で

あ

る

こ

と

。

た

だ

し

、

常

時

勤

務

す

る

者

が

容

易

に

カ

ウ

ン

タ

ー

の

前

に

出

て

対

応

で

き

る

構

造

で

あ

る

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 



三

 

車

椅

子

使

用

者

の

円

滑

な

利

用

に

適

し

た

広

さ

が

確

保

さ

れ

て

い

る

こ

と

。

 

四
 

不

特

定

か

つ

多

数

の

者

が

利

用

し

、

又

は

主

と

し

て

高

齢

者

、

障

害

者

等

が

利

用

す

る

便

所

を

設

け

る

場

合

は

、

そ

の

う

ち

一

以

上

は

、

第

十

四

条

第

二

項

、

第

十

五

条

及

び

第

十

六

条

の

基

準

に

適

合

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

 

２

 

前

項

の

規

定

は

、

不

特

定

か

つ

多

数

の

者

が

利

用

し

、

又

は

主

と

し

て

高

齢

者

、

障

害

者

等

が

利

用

す

る

管

理

事

務

所

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

同

項

中

「

休

憩

所

を

設

け

る

場

合

は

、

そ

の

う

ち

一

以

上

は

」

と

あ

る

の

は

、
「

管

理

事

務

所

は

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

 

(

野

外

劇

場

及

び

野

外

音

楽

堂

)
 

第

十

二

条

 

不

特

定

か

つ

多

数

の

者

が

利

用

し

、

又

は

主

と

し

て

高

齢

者

、

障

害

者

等

が

利

用

す

る

野

外

劇

場

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
 

一

 

出

入

口

は

、

第

十

条

第

一

項

第

一

号

の

基

準

に

適

合

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

 

二

 

出

入

口

と

次

号

の

車

椅

子

使

用

者

用

観

覧

ス

ペ

ー

ス

及

び

第

四

号

の

便

所

と

の

間

の

経

路

を

構

成

す

る

通

路

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

 

イ

 

幅

は

、

百

二

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

と

す

る

こ

と

。

た

だ

し

、

地

形

の

状

況

そ

の

他

の

特

別

の

理

由

に

よ

り

や

む

を

得

な

い

場

合

は

、

通

路

の

末

端

の

付

近

の

広

さ

を

車

椅

子

の

転

回

に

支

障

の

な

い

も

の

と

し

た

上

で

、

幅

を

八

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

ロ

 

ハ

に

掲

げ

る

場

合

を

除

き

、

車

椅

子

使

用

者

が

通

過

す

る

際

に

支

障

と

な

る

段

が

な

い

こ

と

。

 

ハ

 

地

形

の

状

況

そ

の

他

の

特

別

の

理

由

に

よ

り

や

む

を

得

ず

段

を

設

け

る

場

合

は

、

傾

斜

路

を

併

設

す

る

こ

と

。

 



ニ

 

縦

断

勾

配

は

、

五

パ

ー

セ

ン

ト

以

下

と

す

る

こ

と

。

た

だ

し

、

地

形

の

状

況

そ

の

他

の

特

別

の

理

由

に

よ

り

や

む

を

得

な

い

場

合

は

、

八

パ

ー

セ

ン

ト

以

下

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 
ホ

 
横

断

勾

配

は

、

一

パ

ー

セ

ン

ト

以

下

と

す

る

こ

と

。

た

だ

し

、

地

形

の

状

況

そ

の

他

の

特

別

の

理

由

に

よ

り

や

む

を

得

な

い

場

合

は

、

二

パ

ー

セ

ン

ト

以

下

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

ヘ

 

路

面

は

、

滑

り

に

く

い

仕

上

げ

が

な

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

こ

と

。

 

ト

 

高

齢

者

、

障

害

者

等

が

転

落

す

る

お

そ

れ

の

あ

る

場

所

に

は

、

柵

、

視

覚

障

害

者

誘

導

用

ブ

ロ

ッ

ク

そ

の

他

の

高

齢

者

、

障

害

者

等

の

転

落

を

防

止

す

る

た

め

の

設

備

が

設

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

。

 

三

 

当

該

野

外

劇

場

の

収

容

定

員

が

二

百

以

下

の

場

合

は

当

該

収

容

定

員

に

五

十

分

の

一

を

乗

じ

て

得

た

数

以

上

、

収

容

定

員

が

二

百

を

超

え

る

場

合

は

当

該

収

容

定

員

に

百

分

の

一

を

乗

じ

て

得

た

数

に

二

を

加

え

た

数

以

上

の

車

椅

子

使

用

者

が

円

滑

に

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

観

覧

ス

ペ

ー

ス

(

以

下

「

車

椅

子

使

用

者

用

観

覧

ス

ペ

ー

ス

」

と

い

う

。

)

を

設

け

る

こ

と

。

 

四

 

不

特

定

か

つ

多

数

の

者

が

利

用

し

、

又

は

主

と

し

て

高

齢

者

、

障

害

者

等

が

利

用

す

る

便

所

を

設

け

る

場

合

は

、

そ

の

う

ち

一

以

上

は

、

第

十

四

条

第

二

項

、

第

十

五

条

及

び

第

十

六

条

の

基

準

に

適

合

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

 

２

 

車

椅

子

使

用

者

用

観

覧

ス

ペ

ー

ス

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

一

 

幅

は

九

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

で

あ

り

、

奥

行

き

は

百

二

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

で

あ

る

こ

と

。

 



二

 

車

椅

子

使

用

者

が

利

用

す

る

際

に

支

障

と

な

る

段

が

な

い

こ

と

。

 

三
 

車

椅

子

使

用

者

が

転

落

す

る

お

そ

れ

の

あ

る

場

所

に

は

、

柵

そ

の

他

の

車

椅

子

使

用

者

の

転

落

を

防

止

す

る

た

め

の

設

備

が

設

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

。

 

３

 

前

二

項

の

規

定

は

、

不

特

定

か

つ

多

数

の

者

が

利

用

し

、

又

は

主

と

し

て

高

齢

者

、

障

害

者

等

が

利

用

す

る

野

外

音

楽

堂

に

つ

い

て

準

用

す

る

。
 

(

駐

車

場

)
 

第

十

三

条

 

不

特

定

か

つ

多

数

の

者

が

利

用

し

、

又

は

主

と

し

て

高

齢

者

、

障

害

者

等

が

利

用

す

る

駐

車

場

を

設

け

る

場

合

は

、

そ

の

う

ち

一

以

上

に

、

当

該

駐

車

場

の

全

駐

車

台

数

が

二

百

以

下

の

場

合

は

当

該

駐

車

台

数

に

五

十

分

の

一

を

乗

じ

て

得

た

数

以

上

、

全

駐

車

台

数

が

二

百

を

超

え

る

場

合

は

当

該

駐

車

台

数

に

百

分

の

一

を

乗

じ

て

得

た

数

に

二

を

加

え

た

数

以

上

の

車

椅

子

使

用

者

が

円

滑

に

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

駐

車

施

設

(

以

下

「

車

椅

子

使

用

者

用

駐

車

施

設

」

と

い

う

。

)

を

設

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

専

ら

大

型

自

動

二

輪

車

及

び

普

通

自

動

二

輪

車

(

い

ず

れ

も

側

車

付

き

の

も

の

を

除

く

。

)

の

駐

車

の

た

め

の

駐

車

場

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

２

 

車

椅

子

使

用

者

用

駐

車

施

設

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

一

 

幅

は

、

三

百

五

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

と

す

る

こ

と

。

 

二

 

車

椅

子

使

用

者

用

駐

車

施

設

又

は

そ

の

付

近

に

、

車

椅

子

使

用

者

用

駐

車

施

設

の

表

示

を

す

る

こ

と

。

 

(

便

所

)
 

第

十

四

条

 

不

特

定

か

つ

多

数

の

者

が

利

用

し

、

又

は

主

と

し

て

高

齢

者

、

障

害

者

等

が

利

用

す

る

便

所

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 



一

 

床

の

表

面

は

、

滑

り

に

く

い

仕

上

げ

が

な

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

こ

と

。

 

二
 

男

子

用

小

便

器

を

設

け

る

場

合

は

、

一

以

上

の

床

置

式

小

便

器

、

壁

掛

式

小

便

器

(

受

け

口

の

高

さ

が

三

十

五

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

下

の

も

の

に

限

る

。

)

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

小

便

器

が

設

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

。

 

三

 

前

号

の

規

定

に

よ

り

設

け

ら

れ

る

小

便

器

に

は

、

手

す

り

が

設

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

。

 

２

 

不

特

定

か

つ

多

数

の

者

が

利

用

し

、

又

は

主

と

し

て

高

齢

者

、

障

害

者

等

が

利

用

す

る

便

所

を

設

け

る

場

合

は

、

そ

の

う

ち

一

以

上

は

、

前

項

に

掲

げ

る

基

準

の

ほ

か

、

次

に

掲

げ

る

基

準

の

い

ず

れ

か

に

適

合

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

一

 

便

所

(

男

子

用

及

び

女

子

用

の

区

別

が

あ

る

と

き

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

便

所

)

内

に

高

齢

者

、

障

害

者

等

の

円

滑

な

利

用

に

適

し

た

構

造

を

有

す

る

便

房

が

設

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

。

 

二

 

高

齢

者

、

障

害

者

等

の

円

滑

な

利

用

に

適

し

た

構

造

を

有

す

る

便

所

で

あ

る

こ

と

。

 

第

十

五

条

 

前

条

第

二

項

第

一

号

の

便

房

が

設

け

ら

れ

た

便

所

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
 

一

 

出

入

口

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

 

イ

 

幅

は

、

八

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

と

す

る

こ

と

。

 

ロ

 

ハ

に

掲

げ

る

場

合

を

除

き

、

車

い

す

使

用

者

が

通

過

す

る

際

に

支

障

と

な

る

段

が

な

い

こ

と

。

 

ハ

 

地

形

の

状

況

そ

の

他

の

特

別

の

理

由

に

よ

り

や

む

を

得

ず

段

を

設

け

る

場

合

は

、

傾

斜

路

を

併

設

す

る

こ

と

。

 

ニ

 

高

齢

者

、

障

害

者

等

の

円

滑

な

利

用

に

適

し

た

構

造

を

有

す

る

便

房

が

設

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

を

表

示

す

る

標

識

が

設

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

。

 



ホ

 

戸

を

設

け

る

場

合

は

、

当

該

戸

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

 

( 一 ) 

幅

は

、

八

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

と

す

る

 

( 二 ) 

高

齢

者

、

障

害

者

等

が

容

易

に

開

閉

し

て

通

過

で

き

る

構

造

の

も

の

で

あ

る

こ

と

。

 

二

 

車

椅

子

使

用

者

の

円

滑

な

利

用

に

適

し

た

広

さ

が

確

保

さ

れ

て

い

る

こ

と

。

 

２

 

前

条

第

二

項

第

一

号

の

便

房

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

一

 

出

入

口

に

は

、

車

椅

子

使

用

者

が

通

過

す

る

際

に

支

障

と

な

る

段

が

な

い

こ

と

。

 

二

 

出

入

口

に

は

、

当

該

便

房

が

高

齢

者

、

障

害

者

等

の

円

滑

な

利

用

に

適

し

た

構

造

の

も

の

で

あ

る

こ

と

を

表

示

す

る

標

識

が

設

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

。

 

三

 

腰

掛

便

座

及

び

手

す

り

が

設

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

。

 

四

 

高

齢

者

、

障

害

者

等

の

円

滑

な

利

用

に

適

し

た

構

造

を

有

す

る

水

洗

器

具

が

設

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

。

 

３

 

第

一

項

第

一

号

イ

及

び

ホ

並

び

に

第

二

号

の

規

定

は

、

前

項

の

便

房

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

 

第

十

六

条

 

前

条

第

一

項

第

一

号

イ

か

ら

ハ

ま

で

及

び

ホ

並

び

に

第

二

号

並

び

に

第

二

項

第

二

号

か

ら

第

四

号

ま

で

の

規

定

は

、

第

十

四

条

第

二

項

第

二

号

の

便

所

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

前

条

第

二

項

第

二

号

中

「

当

該

便

房

」

と

あ

る

の

は

、
「

当

該

便

所

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

 

(

水

飲

場

及

び

手

洗

場

)
 

第

十

七

条

 

不

特

定

か

つ

多

数

の

者

が

利

用

し

、

又

は

主

と

し

て

高

齢

者

、

障

害

者

等

が

利

用

す

る

水

飲

場

を

設

け

る

場

合

は

、

そ

の

う

ち

一

以

上

は

、

高

齢

者

、

障

害

者

等

の

円

滑

な

利

用

に

適

し

た

構

造

の

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 



２

 

前

項

の

規

定

は

、

不

特

定

か

つ

多

数

の

者

が

利

用

し

、

又

は

主

と

し

て

高

齢

者

、

障

害

者

等

が

利

用

す

る

手

洗

場

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

 

(

掲

示

板

及

び

標

識

)
 

第

十

八

条

 
不

特

定

か

つ

多

数

の

者

が

利

用

し

、

又

は

主

と

し

て

高

齢

者

、

障

害

者

等

が

利

用

す

る

掲

示

板

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

一

 

高

齢

者

、

障

害

者

等

の

円

滑

な

利

用

に

適

し

た

構

造

の

も

の

で

あ

る

こ

と

。

 

二

 

当

該

掲

示

板

に

表

示

さ

れ

た

内

容

が

容

易

に

識

別

で

き

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

 

２

 

前

項

の

規

定

は

、

不

特

定

か

つ

多

数

の

者

が

利

用

し

、

又

は

主

と

し

て

高

齢

者

、

障

害

者

等

が

利

用

す

る

標

識

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

 

第

十

九

条

 

第

九

条

か

ら

前

条

ま

で

の

規

定

に

よ

り

設

け

ら

れ

た

特

定

公

園

施

設

の

配

置

を

表

示

し

た

標

識

を

設

け

る

場

合

は

、

そ

の

う

ち

一

以

上

は

、

第

九

条

の

規

定

に

よ

り

設

け

ら

れ

た

園

路

及

び

広

場

の

出

入

口

の

付

近

に

設

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
 

別

表

中

「

（

第

二

条

関

係

）

」

を

「

（

第

三

条

関

係

）

」

と

す

る

。

 

 
 

（

聖

籠

町

下

水

道

条

例

の

一

部

改

正

）

 

第

二

条

 

聖

籠

町

下

水

道

条

例

（

平

成

十

一

年

聖

籠

町

条

例

第

二

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

目

次

中

「

第

四

章

 

雑

則

（

第

二

十

六

条

―

第

三

十

三

条

）

」

 

 

「

第

四

章

 

公

共

下

水

道

の

施

設

に

関

す

る

構

造

の

基

準

等

 

第

五

章

 

雑

則

（

第

二

十

八

条

―

第

三

十

五

条

）

 

（

第

二

十

六

条

・

第

二

十

七

条

）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」

 

に

、
「

第

五

章

 

罰

則

（

第

 

を  



三

十

四

条

・

第

三

十

五

条

）

」

を

「

第

六

章

 

罰

則

（

第

三

十

六

条

・

第

三

十

七

条

）

」

に

改

め

る

。

 

 
 

第

一

条

中

「

管

理

及

び

使

用

」

の

次

に

「

並

び

に

施

設

の

構

造

の

基

準

等

」

を

加

え

る

。

 

 
 

第

二

条

第

十

一

号

を

第

十

二

号

と

し

、

第

四

号

か

ら

第

十

号

ま

で

を

一

号

ず

つ

繰

り

下

げ

、

第

三

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

 

 
 

四

 

排

水

施

設

 
法

第

二

条

第

二

号

に

規

定

す

る

排

水

施

設

を

い

う

。

 

 
 

第

三

十

五

条

を

第

三

十

七

条

と

す

る

。

 

第

三

十

四

条

第

七

号

中

「

第

二

十

六

条

」

を

「

第

二

十

八

条

」

に

改

め

、

同

条

第

八

号

中

「

第

三

十

条

第

二

項

」

を

「

第

三

十

二

条

第

二

項

」

に

改

め

、

同

条

第

九

号

中

「

第

二

十

七

条

」

を

「

第

二

十

九

条

」

に

改

め

、

同

条

を

第

三

十

六

条

と

す

る

。

 

第

五

章

を

第

六

章

と

す

る

。

 

 
 

第

四

章

中

第

三

十

三

条

を

第

三

十

五

条

と

し

、

第

二

十

六

条

か

ら

第

三

十

二

条

ま

で

を

二

条

ず

つ

繰

り

下

げ

、

同

章

を

第

五

章

と

す

る

。

 

 
 

第

三

章

の

次

に

次

の

一

章

を

加

え

る

。

 

 
 

 
 

第

四

章

 

公

共

下

水

道

の

施

設

に

関

す

る

構

造

の

基

準

等

 

 
 

（

排

水

施

設

の

構

造

の

基

準

）

 

第

二

十

六

条

 

公

共

下

水

道

の

排

水

施

設

の

構

造

の

基

準

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

 

 
 

一

 

堅

固

で

耐

久

力

を

有

す

る

構

造

と

す

る

。

 

 
 

二

 

コ

ン

ク

リ

ー

ト

そ

の

他

の

耐

水

性

の

材

料

で

造

り

、

か

つ

、

漏

水

及

び

地

下

水

の

浸

入

を

最

小

限

度

の

も

の

と

す

る

措

置

を

講

ず

る

も

の

と

す

る

。

 

 
 

三

 

下

水

の

貯

留

等

に

よ

り

腐

食

す

る

お

そ

れ

が

あ

る

部

分

に

あ

っ

て

は

、

ス

テ

ン

レ

ス

鋼

そ

の

他

の

腐

食

し

に

く

い

材

料



で

造

り

、

又

は

腐

食

を

防

止

す

る

措

置

を

講

ず

る

も

の

と

す

る

。

 

 
 

四
 

地

震

に

よ

っ

て

下

水

の

排

除

に

支

障

が

生

じ

な

い

よ

う

地

盤

の

改

良

、

可

撓と

う

継

手

の

設

置

そ

の

他

の

国

土

交

通

大

臣

が

定

め

る

措

置

を

講

ず

る

も

の

と

す

る

。

 

五

 

排

水

管

の

内

径

及

び

排

水

渠き

ょ

の

断

面

積

は

、

国

土

交

通

大

臣

が

定

め

る

数

値

を

下

回

ら

な

い

も

の

と

し

、

か

つ

、

計

画

下

水

量

に

応

じ

、

排

除

す

べ

き

下

水

を

支

障

な

く

流

下

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

す

る

。

 

六

 

流

下

す

る

下

水

の

水

勢

に

よ

り

損

傷

す

る

お

そ

れ

の

あ

る

部

分

に

あ

っ

て

は

、

減

勢

工

の

設

置

そ

の

他

水

勢

を

緩

和

す

る

措

置

を

講

ず

る

も

の

と

す

る

。
 

七

 

暗

渠き

ょ

そ

の

他

の

地

下

に

設

け

る

構

造

の

部

分

で

流

下

す

る

下

水

に

よ

り

気

圧

が

急

激

に

変

動

す

る

箇

所

に

あ

っ

て

は

、

排

気

口

の

設

置

そ

の

他

気

圧

の

急

激

な

変

動

を

緩

和

す

る

措

置

を

講

ず

る

も

の

と

す

る

。

 

八

 

暗

渠き

ょ

で

あ

る

構

造

の

部

分

の

下

水

の

流

路

の

方

向

又

は

勾

配

が

著

し

く

変

化

す

る

箇

所

そ

の

他

管

渠き

ょ

の

清

掃

上

必

要

な

箇

所

に

あ

っ

て

は

、

マ

ン

ホ

ー

ル

を

設

け

る

。

 

 
 

九

 

ま

す

又

は

マ

ン

ホ

ー

ル

に

は

、

蓋

（

汚

水

を

排

除

す

べ

き

ま

す

又

は

マ

ン

ホ

ー

ル

に

あ

っ

て

は

、

密

閉

す

る

こ

と

が

で

き

る

蓋

）

を

設

け

る

。

 

 
 

（

適

用

除

外

）

 

第

二

十

七

条

 

前

条

の

規

定

は

、

次

に

掲

げ

る

公

共

下

水

道

に

つ

 

い

て

は

、

適

用

し

な

い

。

 

 
 

一

 

工

事

を

施

行

す

る

た

め

に

仮

に

設

け

ら

れ

る

公

共

下

水

道

 

二

 

非

常

災

害

の

た

め

に

必

要

な

応

急

措

置

と

し

て

設

け

ら

れ

る

公

共

下

水

道

 
 

 

附

 

則

 



（

施

行

期

日

）

 
１

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 

（

経

過

措

置

）

 

２

 

こ

の

条

例

の

施

行

日

に

既

に

存

す

る

施

設

で

第

二

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

下

水

道

条

例

第

二

十

六

条

の

規

定

に

適

合

し

な

い

も

の

に

つ

い

て

は

、

同

条

の

規

定

（

そ

の

適

合

し

な

い

部

分

に

限

る

）

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

た

だ

し

、

施

行

日

後

に

改

築

（

災

害

復

旧

と

し

て

行

わ

れ

る

も

の

及

び

公

共

下

水

道

に

関

す

る

工

事

以

外

の

工

事

に

よ

り

必

要

を

生

じ

た

も

の

を

除

く

。

）

の

工

事

に

着

手

し

た

も

の

の

当

該

工

事

に

係

る

区

域

又

は

区

間

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

 


